
平成 22 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）  

（ 総務省 ） 

制 度 名 
試験研究費の額が増加した場合等の法人税額等の特別控除（Ｒ＆Ｄ）
の延長 

税 目 
所得税（租税特別措置法第１０条第６項） 
法人税（租税特別措置法第４２条の４第９項、第６８条の９第９項） 

要

望

の

内

容 

 

試験研究費の増加額に係る税額控除または売上高に占める割合が１

０％を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用が可能となる措置

について、適用期限の延長を行う。 

 

 
 
 

減収見込額 
（平年度） 

 － 百万円

(23,325百万円) 

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

 

⑴ 政策目的 
我が国のリーディング産業である情報通信産業における民間研究開発

投資を促し、イノベーション創出を促進させることにより、民間におけ

る情報通信技術の進展、新規事業及び雇用の創出、情報通信サービスの

高度化・多様化の実現、情報通信技術の普及による生産性・利便性の向

上、国際競争力の強化及び民需主導の持続的な経済成長を実現する。 

 

⑵ 施策の必要性 
情報通信技術の研究開発の促進は、情報通信産業を発展させるのみな

らず、その効用は製造、流通、医療・福祉、教育等あらゆる産業・社会

分野に及ぶものであり、その中でも、民間主体による情報通信技術の研

究開発は、主に国民の多様なニーズに応えるサービス等の実現を前提と

したものであり、その果たすべき役割は大きい。 

また、情報通信産業は技術先導型の特性を強く持つにも関わらず、一

般にその技術研究開発は研究開発要素に富み、必要な設備も特殊かつ高

額で多額の投資を要し、先端性・リスク性が高い等、事業者の研究開発

投資に対する多くの障害があることから、本税制を延長することにより､

研究開発の推進を図っていくことが必要である。 

さらに情報通信分野の試験研究においては、多くの人手と継続的な実

施が必要となり、試験研究費は増加する傾向にあることからその負担を

軽減することが必要となる。 

 

⑶ 要望の措置の妥当性 
情報通信分野における研究ニーズはますます増加・多様化すると考え

られ、我が国経済の進展及び産業競争力強化を図るためには、我が国の

リーディング産業たる情報通信産業において革新的な新技術の創出を強

力に推進する必要がある。このため補助金や金融支援といった特定事業

者に対する支援措置に加え、包括的に当分野の民間研究開発の積極的投

資へのインセンティブを与える当制度は政策手段として妥当である。さ

らに、今後の我が国の産業・社会変革を担う情報通信技術の研究開発へ

の支援措置はその成果が新サービス・新事業に結びつき、特定事業者へ

の支援措置に留まらない高い公益性を持つものであり、当制度は政策目

的においても妥当である。 

 



今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

事

項 

政策評価体  

系における     

位 置 付 け 

（総務省政策評価基本計画（平成19年総務省訓令第60号）） 

オ 情報通信（ＩＣＴ政策） 

① 情報通信技術の研究開発・標準化の推進 

政 策 の 

達成目標 

情報通信分野における研究開発投資の安定的拡大を維持していくた

め、以下の政策目標の達成を図る。 

・情報通信分野の新規事業の創出 

・情報通信サービスの高度化・多様化の実現 

・情報通信技術の普及による産業・社会改革の推進 

租税特別措 

置の適用又 

は延長期間 

適用期間を平成２４年３月３１日まで延長。 

同上の期間中

の達成目標 

平成２２年度以降における研究開発投資額の伸び率が増大するよ

う、情報通信分野の民間の研究開発投資の拡大の実現を図る。 

当該要望項目

以外の税制上

の支援措置 

○中小企業技術基盤強化税制 

○特別試験研究に係る税額控除制度 

予算上の措置

等の要求内 

容及び金額 

戦略的情報通信研究開発推進制度（委託費：概算要求額１８億円） 

競争的な研究開発環境の形成により、情報通信技術のシーズの創出

と研究開発力の向上等を図るため、戦略的な重点目標に沿った独創

性・新規性に富む研究開発を推進する競争的研究資金制度。 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

戦略的情報通信研究開発推進制度は、公募によるため採択された研

究者（研究機関）のみに対する措置であり、予算規模には限界がある

ため、支援範囲が限られるが、本税制による措置は、研究を実施する

者を広く対象として支援することができる点で政策手段として大きな

相違がある。 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

政 策 の   

達成状況 

 

我が国は、主要先進諸国の中で最高水準の対ＧＤＰ民間研究開発投

資比率を維持している。 

 

主要国の対ＧＤＰ民間研究開発投資比率 

（単位：％） 

 
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 

日 本 2.40 2.38 2.54 2.63 2.68 

中 国 0.71 0.82 0.91 1.01 1.07 

韓 国 2.00 2.18 2.29 2.49 2.65 

アメリカ 1.84 1.79 1.83 1.89 1.93 

イギリス 1.11 1.06 1.06 1.08 1.15 

カ ナ ダ 1.16 1.19 1.15 1.11 1.05 

ロ シ ア 0.87 0.88 0.79 0.73 0.72 

フランス 1.36 1.36 1.30 1.32 1.31 

ド イ ツ 1.76 1.74 1.72 1.77 1.77 

イタリア 0.52 0.52 0.55 0.55 0.55 

 

（出典： ＯＥＣＤ「Main Science and Technology Indicators 

2009/01」） 

 



租税特別措置

の適用実績 

 

・減収額実績 （うち、税法上の中小企業分） 

平成１５年度 １,０４６億円（ ２１億円） 

平成１６年度 ４,２４２億円（１４７億円） 

平成１７年度 ５,６６３億円（３０７億円） 

平成１８年度 ５,８２０億円（３０５億円） 

平成１９年度 ６,２６９億円（１６７億円） 

（出典： 国税庁 会社標本調査結果「税務統計から見た法人企業

の実態」） 

（参考） 

平成２０年度 ６,５１０億円 

平成２１年度 ２,５４０億円 

（財務省による減収額試算） 

 

・利用実績 （うち、税法上の中小企業分） 

平成１９年度  ８,４７９事業年度（５,７４７事業年度） 

（出典： 国税庁 会社標本調査結果「税務統計から見た法人企業

の実態」） 

（注）上記統計及び同統計における決算期間別の法人数から見て、

研究開発税制の利用企業数では、中小企業が６割強を占めると

推測される。なお、平成１８年度以前の会社標本調査において

は、事業年度に係るデータが表記されていない。 

 

・平成２０年度の利用実績（利用実態調査より） 

○増加型：企業数； ６５社、控除金額； １２,７３４百万円 

○高水準型：企業数；１０社、控除金額；  ３,１２６百万円 

（○総額型：企業数；２３０社、控除金額；１６１,６４６百万円） 

※利用実態調査の概要 

・調査時期：平成２１年６月～８月 

・送付（社数）：２,０００社 

・回収数：５４６社（回収率２７.３％。同５４６社の研究開発費

総額が我が国民間研究開発費総額に占めるカバー率（平成１９年

度）：６６.９％） 

 

租税特別措置

による政策 

の達成目標の 

実現状況等 

 

企業の研究開発費の推移（うち、税法上（資本金 1,000 万円以上

１億円未満）の中小企業分）【実質ＧＤＰに対する民間研究開発

費％】 

 

平成１４年度： １１４,９６９億円（２,８６２億円）【2.36％】 

平成１５年度： １１７,０４７億円（６,４４４億円）【2.40％】 

平成１６年度： １１８,４７９億円（４,８２３億円）【2.38％】 

平成１７年度： １２７,２７２億円（５,３４７億円）【2.54％】 

平成１８年度： １３３,１０７億円（５,００４億円）【2.63％】 

平成１９年度： １３８,０３０億円（４,０２６億円）【2.68％】 

（出典： 総務省「科学技術研究調査報告書」、ＯＥＣＤ「Main 

Science and Technology Indicators 2009/01」） 

 



前回要望時 

の達成目標 

平成２０年度以降における研究開発投資額の伸び率が増大するよ

う、情報通信分野の民間の研究開発投資の拡大の実現を図る。 

前回要望時 

からの達成度

及び目標に 

達していない 

場合の理由 

概ね達成している。 

これまでの 

要 望 経 緯 

 

昭和４２年度 創設 増加した試験研究費の２５％税額控除 

昭和４３年度 拡充 １２％を越える増加分…５０％税額控除 

１２％以下増加分………２５％税額控除 

昭和４９年度 縮減 １５％を越える増加分…５０％税額控除 

１５％以下増加分………２５％税額控除 

昭和５１年度 縮減 増加した試験研究費の２０％税額控除。 

昭和６０年度 拡充 基盤技術研究開発促進税制の創設。 

中小企業技術基盤強化税制の創設。 

昭和６３年度 拡充 特定株式の取得価額の２０％を増加試験研究費と

して特別加算。 

平成５年度 拡充 特別試験研究費税額控除制度の創設。 

（共同試験研究促進税制の創設） 

平成６年度 拡充 特別試験研究費税額控除制度の拡充。 

（国際共同試験研究促進税制の創設） 

平成７年度 拡充 特別試験研究費税額控除制度の拡充。 

（大学との共同試験研究を追加） 

平成９年度 拡充 特別試験研究費税額控除制度の拡充。 

（大学との共同試験研究を行う民間企業が自社内

で支出する試験研究費を税額控除の対象に追加） 

平成１１年度 拡充 比較試験研究費の額を過去５年間の各期の試験研

究費の額の多い方から３期分の平均額とし、当期

の試験研究費の額を超える場合（当期の試験研究

費の額が、基準試験研究費の額〔前期及び前々期

の試験研究費の額〕を越える場合に限る）には、

その比較試験研究費の額を超える部分の金額の１

５％相当額を税額控除する）制度へ改組。 

特別税額控除限度額を当期の法人（所得）税額の

１２％相当額（特別試験研究の額がある場合に

は、その支出額の１５％相当額を加算することと

し、当期の法人（所得）税額の１４％相当額を限

度）に変更。 

       縮減 基盤技術研究開発促進税制及び事業革新円滑化法

の特定事業者に係る特例の廃止。 

平成１３年度 拡充 特別試験研究費の範囲に研究交流促進法の試験研

究機関等に該当する特定独立行政法人との共同試

験研究を加える。 

       縮減 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の製造協同

組合等が賦課する負担金の廃止。 

平成１５年度 創設 試験研究費総額の一定割合の税額控除制度の創設 

平成１８年度 創設 試験研究費の増加額に係る税額控除制度の創設。 



 縮減 税額控除率の２％上乗せ措置の廃止。 

平成２０年度 創設 試験研究費の増加額×５％を税額控除（増加型）

する制度の創設。 

売上高の１０％を超える額×一定比率を税額控除

（高水準型）する制度の創設。 

平成２１年度 拡充 産業技術力強化法の一部改正に伴い、改正後の同

法に規定する試験研究独立行政法人と共同して行

う試験研究に係る費用及び同法人に委託する試験

研究に係る費用を加える。 

 拡充 （経済対策）試験研究費の総額に係る税額控除制

度等について、 

①平成２１、２２年度において税額控除ができる

限度額を、当期の法人税額の２０％から３０％

に引き上げる。 

②平成２１、２２年度に生じる税額控除限度超過

額について、平成２３、２４年度において税額

控除の対象とすることを可能とする。 

 

 

 


